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上記審査請求ﾉkが、平成22年4月6日付けで提起した西宮市福祉事務所長の生活保護申請却下処
分に係る審査請求にづいで、次のとおり裁決します。

主　 卜 文　。　　　　　　二

西宮市福祉事務所長が平成22年3月30日付けで審査請求人に対して行った保護申請却下処分を
取り消す。　　　　　　　　　　　　　　　　 ’卜

,･　　　　　　　 ．　　　 ‥　 審 査 請 求 の 趣 旨 及 び 裁 決 の 理 由･　　　　 ‥　 ‥‥ ‥
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……,第 １　 霽 査 請 求 め 趣 旨 十 ト　　 レ　　

． レ　　　　･･ ・ ．
．　・　　 ・ ．　・　

．･ ，　　 レ．　 ． ／．　　　　　　　　　　　 ‘ ●　　・　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　･･　　　
Ｉ　　 ． ．　　　　 ・

い 本 件 審 査 請 求 の 趣 旨 は ， 西 宮 市 福 祉 事 務 所 聶 （ 以 下 「 処 分 庁 」 と い う 。Ｊ 」 戈 審 査 請 求 人
二（ 以 下 「函 求 人 」･ と い う ． ）」 こ 訝 し 七 行 つ

雇 却 卞 処 分 必 取 消 を 求 晒 る と い う も め 七 す ．　 ．・

第 ２　 審 査 請 求 の 理 由 ’ 犬　　　　　 ‘　　　　 ／　　　　　　 、 ．　　　 ／Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　 １　　　　 ・
本 件 審 査 請 求 の 理ヽ 由 はJ 次 め と お り 主 張 し て い‘る も の と 解 さ れ ま す ．　 ’、 ≒

｜　　　・　　　　　　　　 ．　　　　　　　　 ・　　　　　 Ｉ　．●　　　　・　　ＩＩ　 ●　　　　・　　　　　　　　　　　　 Ｉ請 求 人 は 、 平 成22 年3 月17 日 に 生 痞 保 護 申 請 を 行 う た が 、 処 分 庁 叭 請 求 人 め 脊 帯 が 居 住 し て
■　　　　　　-･　 ■　　　　　　　　　 Ｉ　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　 ・Ｉ　・　　　　　　　　　　　　　　 ； ●　　　　　　　・　　　　　･･

●　　●　　
、　　

●　　　●い る 市 営 住 宅 に つ い て
、､ 西 宮 市 が 明 け 渡 し 等 を 求 め て 裁 判 を 起 こ し て 係 争 中 で あ り 、 将 来 に わ・　Ｉ　　　　　　　　　　　　 ●　　　　 ●　　Ｉ　　　　　　　　　　　　 ●Ｉ　　　 ・　Ｉ●　　　　　　　 ．

た づ て 起 居 を 継 続 す る こ･と が 社 会 通 念 上 妥 当 ・ 期 待 で き る 「 居 住 地 」 と は い え な い だ め4 住 ま

い を 失 っ た 者 （ ホ ー ム レ ス ）’と し て 扱 う こ と と し 、 敷 金 等 の 支 給 を 受 け た 上 で 他 所 で の 住 居 を
．●　　　　　　　　 ．　　　　　　　　 Ｉ　Ｉ　　　　　　　　　　

■　　　■　
．　　 、　　　　　　　　 ●　　　●乙 確 保 す る よ う 請 求 人 に 対 し 指 導 を 行 っ た が 、 請 求 人 が こ れ に 応 じ な か う た た め 、 住 居 が 確 保 さ・　丶　　　　　　　　 、　　―

¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　 Ｉれ て い な い た め 保 護 の 開 始 決 定 が で き な い ご と 、 及 び 助 言 指 導 に 従 わ な い こ と.か ら 要 件 を 欠 く

も め と 判 断 し 、.平 成22 年3 月30 日 付 け ヤ 申 請 を 却 卞 し た ． ’` 　　　　
づ　　　　　 ≒

゜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 丶;　　　　 ．` 　　　．‘　　　　　　 Ｉ　●　’　 ・ ●．し か し 、 申 請 人 世 帯 が 居 住 し て い る 市 営 住 宅 は 、 係 争 中 と は い え そ の 原 因 は 西 宮 市 の 不 法 行
Ｉ　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　 ●　１為 に よ る も の で あ り 、 市 営 住 宅 を 居 住 地 と 認 定 せ ず 保 護 を 却 下 し た こ と は 不 当 で あ る の で 取 り

消 し を 求 め る ．　 ト　　　 ト　 ’　　　　　　 ダ

第3･　 当庁の認定した事実及び判断

，１　 当庁の認定した事実叭 次のとおりです．　 ． ．･･．　．････　　　･･　･．　．・　　･．

・（;１）平成22 年3月17 日ヽ処分即 ま請求人から生篩保護法（昭和25年法律第144 号．以下「法」
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助 言 推 導 左 し ｔ ぎ た も め ｉ あ

決 定 が で き な い こ と 、 お よ び 助 言 指 導 に 従 わ な い と き 妛 件 を 欠 く も の と し て 申 請 却 下 す る

こ と と 定 め た 厚 生 労 働 省 社 会 ・援 護 局 長 通 知 第11- 卜(2) に よ り 、 保 護 の 要 件 を 欠 く も の と

判 断 し た た め ．｣ と 記 載 さ れ て い る こ と ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‥

( ３) 請 求 人 が 現 在 居 住 し て い る 市 営 住 宅 につ い て は 、請 求 人 の 妻 の母 が 平 成20 年5 月27 日.に 死
･●　　　　　　．　　　　　　　　　　●　　　　･．　　　　　　　　　　　 ●　．．　　　　　　　　　　　　 ●
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生活保護が最低生活の保障を目的としていること及び保護の実施上世帯単位の原則によっ
ていることから、その者の属する世帯の生計の本拠となっている場所をいい、空前的には、
居住事実の継続性・期待性がある住居のある場所をいう、」とされています。

（２）これらを本件についてみると、処分庁は、本件処分の理由について、当該住宅について、
ｌ　　　　　　　　　　　　　　　ｄ　　　　　　　　　　　　　●　　・請求人が当該住宅吐「不法入居している状態であることは明らかである。」また、「将来

にわたっても起驟を継続するごとが社会通念上妥当・期待できる場所であると＼ごろの『居
、

住地 』とはいえない」と述べていますが、当該住宅 については当庁の認定した事実（３）

･のとおりでありﾐ 判決が未だ確定していないことから、当該住宅が請求人の「居住地」と

認められないとの判断及びホームレスとみなしての転居指導が適切であるとはいえません。

(3) またﾐ 処分庁は弁明書において、廁求人世帯について･｢急迫状鮨にある£は認められな
い｣ と述ぺていますが、その判断に至った経緯が示されておらず√急迫状態にあるかどう
かについて√寸分な検討を行った事実は認められません。

以上のことかち、本件却下処分は、処分庁め判断に重大な瑕疵があると認められますので、行
政不服齒査法（岫和37年法律第160号）第40条第3項の規定を適角して主文必ように裁決します。

平 成･22 年 ９月 １ ５日

’ノ　　ブ‘ ゜　　　･． 兵庫県知事 井戸
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